
1 

 

 天海訴訟を支援する会  

代表 八田英之 
千葉市は、天海さんの要求や人権・尊厳

を無視し、すべての障害福祉サービスを打

ち切りました。天海さんは、生命をも脅か

すこの暴挙を不服とし、2015 年 11 月２

７日千葉地裁に提訴したのです。 

  この訴訟は、千葉地裁で敗訴（２０２１

年５月１８日）、東京高裁で逆転勝訴（２

０２３年３月２４日）、そしてこれを不服

とした千葉市が最高裁に上告受理申し立て

をおこない、その結果、最高裁は２０２５

年７月１７日、「本件を高等裁判所に差し

戻す」との判決を言い渡しました。 

  「サービス打ち切りは許されるのか」、

天海さんの訴えは再び東京高裁での審議と

して継続されることになりました。すべて

のサービスを打ち切った処分が行政の裁量

権の範囲を逸脱・濫用したものなのか否

か、社会通念に照らして著しく妥当性に欠

くものなのか否か、本件の核心部分が改め

て審議されることになります。       

  千葉市は、サービス打ち切りの理由を障

害者総合支援法第７条に求めましたが、法

７条の規定があったとしても、人権を侵害

する行政処分はゆるされないはずです。厚

生労働省が２００７年に発出した「適用関

係通知」や２０１５年の「事務連絡」・「事

務処理要項」を踏まえれば、いきなりサー

ビスを打ち切ることはあってはならない

し、同省の方針にも反しているといわざる

をえません。この打ち切りは障害者の生存

権を奪うものです。 

  千葉市がいきなりサービス打ち切りを強

行したことは、憲法と障害者権利条約の趣

旨においても違反していることから、以下

のことを強く要望します。 

【要望項目】「サービス打ち切り」を行政

の通念にしないように、あらためて東京高

裁の公正な判断を求めます。 

何としても東京高裁で公正な判断をして

もらうためにも、皆様のさらなるご支援を

心からお願いします。 

どうかよろしくお願いします。 

〒262－0032 千葉市花見川区幕張町 5-417-222  
幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 109 障千連内 

TEL・FAX  043－308－6621 
http://amagai65.iinaa.net/ amagaisoshou@gmail.com 

「天海訴訟」ふたたび東京高裁 

裁判長への要請署名活動にご協力を 

「サービス打ち切り」を行政の通念にしないように、 

  あらためて東京高裁の公正な判断を求めます。 

 

 会費・カンパ 等 振込先  
〒振替 00260-0-87731  
「天海訴訟を支援する会」 通信

欄に「会費」「カンパ」等一言 

http://amagai65.iinaa.net/
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原告 天海正克さんと天海訴訟を支援す

る会は、全国の皆さん方の大きな支援をい

ただき、ここまで活動してまいりました。

ありがとうございます。 

★天海訴訟とは、 
千葉市の天海正克さんは、６５歳を迎え

たとき、千葉市から「介護保険を申請する

ように」と言われましたが、天海さんはこ

れまでの障害福祉サービスを希望し、介護

保険申請を断りました。すると千葉市は、

「介護保険を申請してくれないと、福祉サ

ービスの支給量を算定することができな

い。」として、天海さんの障害福祉サービ

スの支給申請を却下し、すべての給付を打

ち切ったのです。そのため月に１４万円も

の利用料が天海さんの全額自己負担となり

ました。天海さんいわく「日常生活に生活

介護が不可欠な障害者が、すべての行政サ

ービスを剥奪され、まるで砂漠の真っただ

中に放り出されたような仕打ちを受けた」

のです。そこで天海さんは、２０１５(平成

27)年１１月に、千葉市を相手にこの処分

が違法であるとして、この処分の取消し等

を求めて千葉地裁に提訴しました。それか

ら天海訴訟は１０年の時が流れて今日に至

っています。天海訴訟のこれまでの経過を

報告します。 

 

★千葉地裁判決では敗訴した。  
２０２１年(令和 3)５月１８日に千葉地

裁で言い渡された判決は次のようなもので

した。 

「自立支援給付と介護保険とを任意に選択

することを許すことは、公費負担の制度よ

りも社会保険を優先するという社会保障の

基本的な考え方に背馳するとともに、他の

者との公平にも反し相当でない」というも

のです。 

天海さんの生活実態を無視し、天海さん

の訴えをすべて却下し「手続きに協力しな

い障害者はこのような状況に置かれるのは

当然である」と言わんばかりの、千葉市の

主張を全面的に支持する不当判決でした。 

 

★東京高裁に控訴し、逆転勝利

判決を勝ち取りました。 
天海さんはただちに東京高裁に控訴しま

した。２０２３年(令和 5)３月２４日に、

東京高裁は「制度的不均衡」であることを

指摘し、逆転勝利判決を私たちの運動でか

ちとりました。しかし千葉市は、最高裁判

所に上告受理の申請をし、受理されまし

た。最高裁で、２０２５年６月２６日に 1

回の口頭弁論が行われました。 

 

★最高裁判決は、高裁への差し

戻しでした。 
２０２５

年(令和 7)７

月１７日の

最高裁判決

は、「千葉市

が利用量を

算定できな

いので却下

し、０にし

た」ことつ

いて、「千葉

市のその判

断が、社会

通念上合理

性を欠くかどうかをもう 1 回検討し直しな

さい」と高裁に差し戻されたのです。天海

訴訟は、東京高裁の場でさらに闘いは続き

ます。 

原告 天海正克さんの１０年の歩みの報告 

さらに皆さんのご支援をお願いします 
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★天海訴訟の中で、確認され 

問題点 
１．千葉地裁の判決は、本人の意向・意思

を無視して、天海さんの生活を法制度の仕

組みから決めつけるものでした。このこと

は、障害者権利条約の「私たちにかかわる

ことを私たち抜きに決めないで」という障

害者権利条約の考え方にも背馳するもので

す。すなわち人権としての社会保障の「人

間の尊厳」の理念、そのもっとも根幹であ

る「自己決定・選択の原理」の否定になり

ます。 

自己決定とは、自分の生き方、生活の質

を自分で決めるということです。そのため

には、いろいろな選択肢が用意されていな

ければなりません。選択の自由が大前提と

なります。人権保障そして社会保障制度

は、この選択肢を用意、保障するものであ

ることを確認したいと思います。(憲法１３

条) 

 

２. 千葉地裁の判決は「自立支援給付と介

護保険とを任意に選択することを許すこと

は、公費負担の制度よりも社会保険を優先

するという社会保障の基本的な考え方に背

馳するとともに、他の者との公平にも反し

相当でない」というものです。これが東京

高裁でも最高裁でも引き継がれています。

「公費負担の制度よりも社会保険を優先す

るという社会保障の基本的な考え方に背馳

する」という「社会保障の基本的考え

方」、公費負担よりも社会保険を優先させ

るという世界的な常識はありません。公費

か保険かは、社会保障財源確保に関する立

法政策上の問題です。 

障害福祉制度と介護保険制度とでは目

的・基本的理念に違いがあります。 

障害者総合支援法は、障害者権利条約・

障害者基本法を前提とした障害者の基本的

人権を享受するためのサービス給付法であ

り、社会生活も含めた障害者の生活全般を

支えることを目的としています。これに対

し、介護保険法では要介護者の尊厳の保持

は掲げられていますが、本来は家族介護の

社会化（介護にかかる「手間」の代替え）

を目的として創設された制度です。６５歳

になった障害者の障害福祉を介護保険法に

矮小化してはなりません。 

 

３.障害者自立支援法違憲訴訟の大きな成

果・意義を考えたいと思います。基本合意

文書により、障害者自立支援法の応益負担

原則の障害自己責任論の過ちが確認され、

障害者の多くがそうである低所得世帯の障

害福祉施策利用措置が平成 23（2011）

年度から無償化されたことは、障害者自立

支援法違憲訴訟の大きな成果・意義です。        

障害者が、障害による社会的不利益を公的

に除去する施策のために、自己負担をする

こと自体が、障害者権利条約の想定する障

害者の社会モデルに反することになると思

います。(憲法２５条) 

 

★再び東京高裁で頑張ります。 
天海さんの支給量を「ゼロにする」とい

うのは、人権侵害、生存権の侵害にほかな

りません。納得できません。適切な裁量権

を行使するということができたはずです。

天海さんの申請を全部却下した行政の「比

例原則 (国家が国民の権利や自由を制限す

るとき、その制限の内容や程度が目的達成

に対して「必要かつ適切な範囲」にとどま

っていなければならない)」違反を主張し

て、行政の裁量権の逸脱・濫用を追求して

いきます。 

 

  千葉市がいきなりサービス打ち切りを強

行し「0 にしたこと」たことは、憲法と障

害者権利条約の趣旨においても違反してい

ると思います。 

天海訴訟は、国の歪んだ社会保障行政を

変えていくたたか

いです。何として

も東京高裁で公正

な判断をしてもら

うためにも、「東

京高裁への要望署

名」を取り組みま

す。全国の皆様の

さらなるご支援を

心からお願いしま

す。(纐纈) 
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 東京高等裁判所 御中 

 

千葉市の「障害給付打ち切り」を行政の通念にしてはならない！ 

あらためて東京高裁の公正な判断を求めます！ 

 天海訴訟は、重度の障害がある天海正克さんが６５歳になったとき、介護保険への

移行を拒否し、障害福祉―ビスの継続を求めたことに端を発しています。 

千葉市は、天海さんの要求や人権・尊厳を無視し、すべての障害福祉サービスを打ち

切りました。天海さんは、生命をも脅かすこの暴挙を不服とし、2015年 11月２７日千

葉地裁に提訴したのです。 

  この訴訟は、千葉地裁で敗訴（２０２１年５月１８日）、東京高裁で逆転勝訴（２０

２３年３月２４日）、そしてこれを不服とした千葉市が最高裁に上告受理申し立てをお

こない、その結果、最高裁は２０２５年７月１７日、「本件を高等裁判所に差し戻す」

との判決を言い渡しました。 

  「サービス打ち切りは許されるのか」、天海さんの訴えは、再び東京高裁での審議と

して継続されることになりました。千葉市が従前のサービス支給を求めた申請を却下

し、すべてのサービスを打ち切った処分が、行政の裁量権の範囲を逸脱・濫用したも

のなのか否か、社会通念に照らして著しく妥当性に欠くものなのか否か、本件の核心

部分が改めて審議されることになります。       

  千葉市は、サービス打ち切りの理由を、障害者総合支援法第７条に求めましたが、

たとえ法７条の規定があったとしても、人権を侵害する行政処分はゆるされないはず

です。仮に介護保険を利用する場合でも、厚生労働省が２００７年に発出した「適用

関係通知」や２０１５年の「事務連絡」・「事務処理要項」を踏まえれば、いきなりサ

ービスを打ち切ることはあってはならないし、同省の方針にも反しているといわざる

をえません。この打ち切りは障害者の生存権を奪うものです。 

  私たちは、東京高裁における障害者総合支援法第７条の解釈をめぐる審議に注目し

つつ、千葉市が十分な説明もなく、いきなりサービス打ち切りを強行したことは、憲

法と障害者権利条約の趣旨においても違反していることから、以下のことを強く要望

します。 

 

 要望事項  

「サービス打ち切り」を行政の通念にしないように、 

    あらためて東京高裁の公正な判断を求めます。 

 

氏名（フルネーム） 住所（番地までご記入ください） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        提出団体：天海訴訟を支援する会 

 


